
1. 青森県在住62歳
行政処分の内容：R2.9.15から1年の業務停止
事件の概要：複数人に自己への投票を依頼しその報酬として現金を供与し、また選挙運動が禁止されて
いる期間に選挙運動をした。さらに、投票が終わった後に選挙運動をしてくれた複数人に現金を供与し
た。
司法処分の内容：懲役1年6月 執行猶予5年（公職選挙法違反）

2. 静岡県在住59歳
行政処分の内容：R2.9.15から8月の業務停止
事件の概要：被害者の両手首をつかみ被害者が握っていた携帯電話を無理に取り上げ、さらに被害者の
腹部に自己の腹部を押し当てるなどの暴行を加えた。
司法処分の内容：罰金10万円（刑法208条）

3. 宮城県在住66歳
行政処分の内容：R2.11.24から1年4月の業務停止
事件の概要：当該獣医師は和牛の人工授精業務に関し、実際の父牛と異なる父牛の精液を人工授精し授
精証明書を発行した件について宮城県から家畜改良増殖法第34条第2項に基づく報告徴収を受けていた
ところ、宮城県に対して内容虚偽の報告をした。
司法処分の内容：罰金10万円（家畜改良増殖法の一部を改正する法律（令和2年法律第21号）による改
正前の家畜改良増殖法（昭和25年法律第209号）第40条第6号）
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家畜衛生だより

獣医師免許をお持ちの皆さまへ
令和２年１２月３１日現在の状況の届出をお願いします

獣医師には獣医師法第22条に基づく2年ごとの届出が義務付けられています。届出様式に必要事
項を記入の上、お住まいの都道府県に提出してください。

１ 届出内容 令和２年１２月３１日現在の状況

２ 届出期間 令和３年１月１日から１月３１日まで

３ 届出様式 獣医師法施行規則第６号様式
（千葉県庁ホームページからダウンロードできます。）

４ 届出先 〒260-8667 千葉市中央区市場町１番１号
（千葉県にお住まいの方）千葉県農林水産部畜産課家畜衛生対策室 獣医事担当あて

※22条の届出は獣医事への従事の有無にかかわらず、全ての獣医師が対象です。
※県獣医師会会員には別途様式が送付されます。

※Ａ４サイズ（両面印刷）２部を、上記まで郵送又は持参

※各所属で取りまとめの上、提出をお願いします。
※参考 千葉県庁ホームページ：獣医師法第２２条の届出

（ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 農業・畜産業 > 畜産 > 獣医師法第22条の届出）

http://www.pref.chiba.lg.jp/chikusan/tetsuzuki/700/zyuishi22zyou.html

獣医師法に基づく獣医師の業務停止処分について



獣医療法施行規則及び告示が一部改正され、以下の通り放射線障害の防
止基準等の改正がありました。

1. 放射線診療従事者等の眼の水晶体の線量限度と適切な施行時期を以下の通り設定
• ５年ごとに区分した各期間につき１００ミリシーベルト（R3年4月1日以降）
• ４月１日を始期とする1年間につき５０ミリシーベルト

2. 眼の水晶体の線量の５年間の合計線量の記録及び５年間の保存に係る規定を追加

3. 眼の水晶体の等価線量を算定するため、３ミリメートル線量当量の測定について以下
の規定を追加
• 眼の水晶体の線量測定については、眼の近傍その他の適切な部位について３ミ

リメートル線量当量を測定することによって行うことができる
• 眼の水晶体の等価線量の算定について、３ミリメートル線量当量を選択肢とす

る

【診療用放射線】
＜眼の水晶体の線量＞に関する基準が変更になりました

先日、小林化工株式会社（以下「小林化工」）の製造販売する人用医
療用医薬品イトラコナゾール錠50「MEEK」（ロット：TOEG08）につい
て、ベンゾジアゼピン系睡眠剤であるリルマザホン塩酸塩水和物が混
入している事実が判明し、小林化工及びMeiji Seika ファルマ株式会社が
自主回収しております。
当該製剤については、服用した患者に重篤な健康被害が報告されてお
り、獣医療における使用も懸念されることから、診療への使用の中止
及び回収への御協力をお願いいたします。

【お問合せ先】
＜回収に関するお問合せ＞
MeijiSeika ファルマ株式会社くすり相談室
TEL：0120-093-396 FAX：03-3272-2438
小林化工株式会社学術部
TEL：0120-37-0690 FAX：0776-73-0677
小林化工株式会社営業業務部
TEL：0776-73-0590 FAX：0776-73-0697
受付時間：月～金 8：30～17：30（祝日および弊社休日を除く）

南部家畜保健衛生所 TEL 04-7092-2304 FAX  04-7092-1434
※休日、夜間は転送されますので必ず５回以上のコールをお願いします。

イトラコナゾール錠50「MEEK」等の回収に
ご協力お願いします


